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ざ
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濟
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私
有
財
產
を
消
滅
せ
し
め
た
。.私
的
資
冰
を
ソ
ヴH

丨

ト

讓
の
手
に
移
し
た
の
で
あ
る
t

都 

鄯
を
通
じ
て
人
民
の
經
濟
的
地
位
に
つ
い
て
著
し
き
平
等
化
が
行
は
れ
て
罟
た9

:

從
つ

.

て
假
令
資
本
主
義
的
方
法
を
用

.

ひ
て
租
稅
制
度
を
靈
、し
や
ぅ
と
し
て
も
，
所
得
麗
財
產
課
税
等
に
よ
つ
て
.多
く
の
收
入
を 

期
待
す
，t

と
は
出
來
な
い

o

,

同
時
に
人
民
各
自
の
所
得
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が
平
均
化
さ
れ
て
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と
す
れ
ば
、
間
接

f

決
し

i

p
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現
す
I

が
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し
且
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間
接
消
i

は
徵
税
技
術
上
の
便
宜
が
管
.て
大
で
t
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：
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故
に
國
家
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急
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要
に
應
ず
る
た
め
先
づ
葡
荀
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ー
ル
、
煙
草
、
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ッ
チ*
酒
精
、
鹽
、
砂
溏
、
茶
、
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ー
ヒ
ー
、
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:

徽
燭
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1
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ト
等
の
物
產
税
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課
税
さ
れ
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又
度
翁
税
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し
て
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般
市
民
稅(

人
頭
稅
>

赋
役
金
納
稅
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設
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せ
ら
れ
た
0
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九
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一
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設
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た
る
租
税
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其
種
類
一
不
五
種
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上
り
其
中
五
颜
の 

も
.

の

が

直.*
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で
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と

言
ふ
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:
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蒙
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仲
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物
故
‘し
七
.て
^

ぎ
物
を
，5
竟

，ょ
^

_

孝

^

農
業
.税
の
生
產
爾 

.丨
ブ
ル
■に
上
っ
农
と
^

ふ
o
.浩

し

之

を

金

：納 

:
.税
に
改
め
た
と
.す
れ
ば
伺
镏
の
'坐
產
物
が
市
場
^
搬
出
さ
れ
る
：&
と
\

な
.り
農
民
の
麻
1̂
行
.爲
 ̂

,
K
.
1
ト
•

ル
.

1ブ 

ル
：に
對
す
る
需
要
を
增
加
せ
し
め
、
其
價
値
下
落
を
抑
止
ず
る
こ
と
：が
出
來
や
ぅ
。
反
之
：現
物
税
を
續
け
0.
0
宜
額
：の
紙
幣
增
發
を
續 

け
る
こ
と
は
：國
象
が
#

貨
幣
.の
收
受
を
拒
ん
で
居
る
；に
.等

し

い

。

且

っ

其

現

物

税

定

植

類

，の
逢

^
^

賦
課
せ
ら
れ
た
が
た
め
に
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農
業
生
康
が
全
部

1：

に
苴
る
こ
と
を
妨
碍
し
て
居
っ
た

o

;

加
之
、

'
.現
物
税
の
徵
集
費
が
極
め
て
多
き
に
上 

力
時
に
は#

收
入
Q

K

割
に̂

.

達
し
た
とIK

は
れ
たO
.

V
 ;:

..じ

斯
る
事
懷

0

下
に
現
物
税

0

改
欺

0

必
要
は
認
め

-:
6

>

れ
.

た

が

、
，
，
其

」

0

手
段
は
穀
物
公
债
の
：形
態
に
現
は
れ
た
？

あ
.

る
0

^

第

ヤ

次

穀

物

公

愦

は

一

：

.九
0

1

_五

月

に

發

；
呈

れ

た

が

，

其
 

限
八
ヶ
月
の
短
期
公
債
で
あ
っ
て
、
公
偾
額
面
は
穀
物
貨
幣
を
以
て
記
載
さ
れ
其
價
格
は
穀
物
價
格
と

，

共
に
變
動
す
るC

發
行
議
は 

穀
物
赍
^

與
プ
ー
ド
.で
各
公
偾
は
滿
期
日
に
公
偾
所
有
者
に
.ラ
ィ
麥
.
I
V
'丨
ド
を
與
ベ
.る
も
の
' で
あ
っ
た
。
公
愦
の
發
行
價
格
は
ソ
ヴ 

H

1

ト

ル
.
丨
ブ
ル
を
.以
て
；其
穀
物
の
當
時
の
市
場
價
格
ょ
り
も
五
分
だ
け
抵
-'
<

-

宛
め
ち
れ
た
？
；其
榖
物
公
偾
の
特
微
の
一
と
し
て
一 

九
ニ
ー
ー
年
秋
の
現
物
税
納
入
に
就
て
は
法
貨
と
し
て
收
受
さ
れ
る
こ
と
.に
'1
.
た
の
.は
極
め
て
重
要
の
點
で
あ
る
9

此
現
物
公
偾
の
方
法 

把
上
0

農
業
税
，の
現
物
税
と
し
て
の
性
質
に
變
化
を
與
へ
、
.併
せ
て
農
民
を
し
て

:'
/

ヴ

H;

丨
ト
政
府
の
公
愤
に
習
熟
せ
し
め
や
ぅ
と
し 

た
の
で
あ
る
ャ
.

.

l

l

l l
O
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M

l'
l

r l
p

l l
l l
I !
;
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§

|

|

此
第
一
次
穀
物
<
ム
偾
|

犬
の
成
功
を
收
め
た
昝
I

-
彳
-
•
フ 

萬
プ
i

n

s
各
部
に
於
て
俸
隻
銀
に

i

燒

論

至

る

た
め
に
分
f

ネ

た

f

 

沈
I

s

納
入
に
I

.ら
れ
之
に
ょ
つ
て
議
税
は
I

f

な
る
こ
と
を
一
勝
促 

I

行
し
同
じ
く
成
功
を
.收
め
た
。
其
大
部
分
は
晝
形
の
納
入
S

て

Li
r'
i

气

e

l

 

I

f
の
で
ぁ
つ
た
。
此
三

進
し
た
。
養

|
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f

 

l

i

l

l

者
は
I

家
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高
I

I

献
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6

s

lた
る
I

ベ
1

税
を
此

警

す

：ベ

I

、
ブ
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t

i

裹

し

稳

I

際

行

と

共

：
に

經

锻

の

親

を

.行

つ

て

紙

幣

發

行

の

.

.
ソ
.
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-
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1

g

l

l金
I

と
共
に
外
闕
貨
I
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.加
が
あ
つ
た
。
斯
く
し
てJ

九
ニ
四
华
に
は
貨
幣
制
度
改
革
の
必
要
修
件
.は
備
は
つ
て
.居
つ
た
と
宕
へ
る
。 

,

tr
國
庫
券
の
發
行
に
よ
る
ソ
•ゥh

1

ト
*

ル
丨
ブ
ル
の
整
理
を
以
t

行
は
れ
たI

九

.ニ

四

年

の

貨

幣

改

革

の

成

功

に

よ

り

て

全

通

貨 

制

度

が

銃

一

さ

れ

る

こ

と

、
な

り

、
：
、
不
ッ
•フ

採

用

後

貨

幣

流

麗

濟

の

稗

唐

は

第

5

を
完
成
し
た
.
f

の
と
云
へ
言
。
斯
く
し 

.て
財
政
蹇
殊
に
此
貨
幣
經
濟
を
_

と
し
又
手
段
と
し
て
ソ
ヴ
r

ト
財
政
は
一
九
ニ
四
I

五
年
度
よ
り
秩
序
的
計
畫
を
な
し
得
る 

に
到
つ
た

.

が
、
如
何
に
社
會
主
義
財
政
政
策
殊
に
租
税
政
策
の
.特
徵
を
現
は
し
て
居
る
かo

•
 

• 

• 

•

,■ 

H

ソ
ザ
r

ト
國
家
財
政
の
會
計
年
度
は
十
月
一
日
に
.始
り
盟
年
九
I

I

以
て
終
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、

一
九
三
一
年
よ
り
は
一 

月
ー
日
に
始
ま
り
十
ニ
月
末
日
に
終
る
こ
と
に
改
め
ら
1

た
。
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四
I

五
年
度
に
就
て
其
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の
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す
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稞
とi

程
度
，を
異
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す
る
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接
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玲
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物
の
種
類
に
よ
つ
て
差
別
課
税
を
な
し
又
憤
格
統
制
に
關
す
る
政
策
と
併
せ
て
間
接
税
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弊
害
I

く
こ
と
が
出
來
る
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五
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四
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六
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五
. 

八
6
 

A
4
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r
l
i
s
o
•
六

I

よ
っ
て
見
れ
ばv

丸
i

年
度
に
於
て
は
蒸
■

■

よ
る
消
I

が
.多
く 
I

め

た

る

に

も

拘

ら

ず

- '
一
 

九

一

务

じ
：i

く
興
他
.位
慕
じ
て
、
奢
侈
品
課
税
が
消
賢
税
收
人
の
.三
分
の
I

占
む
る
ま
で
S

っ
て
居
る
。
斯
く
し
て
H

令

,

.
■ 

• .
.

.

.
 

r
-
>

;,
ノ
コ

..

■
、
上
、
.致
詹D

/>
姐
で
於
て
農
村
よ
り
も
都
會
に
靈
く
、
：坐
活
必
m

ont

た
め
.の
養
人
調
達
|

る
こ
と
を
目
的
と
し
？
 

n

i

r

て
-

r
 

.

-

u

f
 

o

l

i

i

i

響

I

養

i

l

l

一

譽

る

っ

て

、

し
てr

 .

丸1

寒
の
各
課
税
課
物
の
小
賨
價
格
と
物
產
霉
と
の
.雪
 

、

.

o

:

r

i

六
九
ニ
|

る
。
.
I

I

-
ル
I

農

I

 

“

て
参
の
貨
物
に
っ
き
彻
產
税
は
が
寶
價
格
騰
貴Q

主
器
因
で
"は
な
い
ま
で
も
菌
な
る
著
と
な
っ
て
居
っ
す
.

力 

六
年
よ
り
I

I

I

善
せ
ら
れ
物
f

s

f

併
せ
て
幾
分
輕
減
せ
ら
れ
た
が
、
.
消
I

の
增
盟 

加
し
て
居
る
。

.
：

.に
や
も 

一一

V

一
年
I

X
七
年
度
の
五
ヶ
：年
間
に
丸
衆
消
勢
貨
_

篇
産
は
す
べ
S

1

倍

乃

至

一

一

蛋

富

し

て

居

る

ヵ

斗

〜

. 

.

ニ
$1a

四1

七) 

ソ
グ
土1
卜
祖
税
政
策
槪
說



y
ヴ
エ

■机
税
政
馏
槪
說る 

i

f

 
i

i

l

f

,

...
 

'
.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

年

て

は

ゥi

パ

販
^

r

d

」

.

あ
g

力
一
丸
一
一
一
年
八
月
以
來
徐
々
に
酒
類
ビ

I

ル
其
他
の
販
賣
製
造
を
許
し
ー
丸
芸

i

l

行
l

l

l

l

f

れ
る
。
其

獨

慮
I

I

賣

数

は

h

r

 

i

i

l

す
る
|

|

|

れ
た
る
|

 

I

力
i

l

l

に

ト
_

^

_

法

に

づ

い

て

は

擊

I

國

に
I

I

も

黨

I

く

、

ビ

丄I

料

義

で
f

以

例
I

f

如

く

、

例

へ
I

草

餐

て

詹

.

石
I

m

l

m

fよ
っ
て
區
別
す
る
こ.と
も
行
は
ル
る
。
し
か
し
之
等
の
課
税
方
法
に
於
て
ソ
ヴ
チ 

1
ト
税
祐
I

に
他
國Q

稅
制
に
對
し
て
，特
徵
を
示
すも

の

は.

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ゥ.

H

丨
ト
國
家
社
外
國
蒼
i

f

暴

。
そ
れ
も
亦
計
畫
象
のj

ぎ
裏
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
£

よ
っ
て
輸
出 

U

統
t

輸
入
ぼ
d

は
_

Q

S

化
S

Q

證
に
最
も
有
利
■

し
や
ぅ
と
す
る
。
其
經
濟
的
獨
立
の
た
め
忙
國
民 

經
濟
を
工
業
化
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
國
よ
|

產
手
段
の
輸
入
を
I

孝
る
が
ま
た
其
た
め
に
輸
出
を
季 

な

の

で

あ

る

ソ

ゥ
r

丨
f

蠢
政
策
も
亦
他
の
一
切
の
政
策
の
場
合
と
伺

じ

く

社會
主
義
建
設
の
目
的
の
た
め
に
最
善
の

，.ニ'ハ.--.ノ/ ..趣 :.“ :y :

涤
，牛
を
得
や
ぅ
と
し
て
、
獨
占
と
,1
稅
政
策
と
に
ょ
o,
て
外
國
留
易
を
統
制
す
る
：の
で
あ
る
。
假
令
其
晓
税
政
策
が
他
國
と
同
じ
く
保 

税
政
策
で
あ
つ
て
も
興
は
社
會
化
產
業
の
保
護
で
I

て
、
他
國
に
於
け
る
保
議
關
税
と
は
自
か
ら
牲
質
の
相
異
を
生
ず
る
の
で

.
:
.
左
に
各
|1
!
:貨
物
の
1?
入
總
糊
に
對
す
る
其
關
稅
收
人
額
の
割
合
を
示
す
こ
と
.に
：ょ
つ
て
關
«
政
策
の
一
般
的
傾
向
が
消
費
貨
物
に
筮 

一
く
生
產
手
段
'の
輸
入
に
輕
侖
税
す
る
こ
と
I

つ
た
こ
：き
示
し
て
居
る
。

■
':
. 

.

-

.
然

ノ
其
は
て
業
出
の
發
展
の
段
階
、に#:
.つ
て
變
化
し
て
'行
ぐ
も
の
と
.考
へ
.ね
ば
な
ら
な
い
o
?n
表
其
一
段
階
に
於
け
る
例
證
で
あ
る
。
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に
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收
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A

*

食
料
品 

燃
_

'

ン 

:

i

機
械
設
備
用
品
;:
■[ 

文
化
目
的
貨
物'

‘暴

及

馨

遭

品
'
:

運
■

厭
料
及
び
製
造
品' 

農
業
原
料
及
製
造
品
.
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十ー’
ト
_

政
：叢

.

,

.

.

• 

二
八 

C.I

ra
n
o

〕

獲

の

經

濟

的

磐

I

I

復

最

發f

l

震

策

に

：反
映
し
I

、
其
經
濟
復

興

の

初

期

：
I

て
低
率
を
以
で
輸
入
I

る
、
貨
物
が
多
く
、.
例
へ
ば
.機

械

：原

料

農
I

#

は
.總
て
極
め
て
低
率
を
支
拂

つ

た

。

反

之

、

後

に

 

政
的
利
害
4

要
視
し
て
m

舊
稅
の
大
部
分
は
廢
止
さ
れ
、
半
製
品
及
製
造
品
機
械
の
塵
部
上

げ

ら

れ

た

。

小
工
業
の
復
興
C

 

轅
い
て
里
：業
復
興
が
起
り
其
た
め
s

l

f

篇

f

上
げ
I

ぜ
し
め
た
。
然

し

國

產

議
の

i

策
に
從
つ

て

工

業

 

機

鏡

備
f

 

f

等

は

麗
f

 

i

較
的
i

l

l

け
る
。
.誇

塞

の

充

f

U

の
H

を
加
.へ
た
f

の
I

き
8

關
I

ぅ
け
て
居
る
。
此
種
の
關
税
が
I

I

殆
I

I

用

さ

れ

る

、

農
f

對
ず
.る
|

關
税
|

る

發

管

な

し

て

囊

，

す
i

大
I

I

對
し
て
純
財
政
的
霧
課
1

て

居

り
P

外
r

格

の

大な
る
相

異

に

ょ

.
つ

て

生

ず

る

一

切

の

餘

剩

利
益
を
捕
捉
す
る
ょ
ぅ
に
赋
課
さ
れ
て
辟
る
。

2 

■

つ
い
て
f

關
|

る
が
|

(

.一)

.
就
I

 

r

l

l

l

l

l

l
す
る
貨
物 

5

 

.:、
夕
. »

價
'
'
-
.
ヴ
_

|

%に
輸
出
業
窗
多
大
の
利
益
を
生.ぜ
し
む
る
が
如
き
貨
物0
ーー

)

國

内

謹

或

は

國

家

活P
Q

也
の
出 

門
i

f

し
|

|

|

止
{

警

し
|

8

|

て
|

?

?

|

2
2
1
-
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.

 

P. 

2
1
9
)

. 

'
ソ

•

 

-

 

■

 

.
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V

4、ブ

旣
に
木
文
胃
頭
に
於
て
述
べ
た
る
如
く
ソ
ヴH
1ト
財
政
は
ソ
ヴH

丨
ト
計
畫
經
濟
必
筑
要
な
る
ー部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
其 

社
會
主
_
建
設
の
發
展
：過
程
は
國
民
所
得
の
稱
成
に
於
け
る
其
社
會
化
部
分
の
擴
大
に
ょ
り
て
示
さ
れ
得
る
。

(

左
表
參
照〕

各
種
生
產 

部
門
に
於
て
殊
に
大
エ
業
の
生
產
に
於
て
社
會
化
部
分

(

國
營
エ
業
と
協
同
組
エ
業

)

と
個
人
經
營
部
分
と
の
割
合
も
亦
發
し
く
前
衆
の 

擴
大
を
示
し
て
居
る
。
，
一
九
ニ
八
丨
九
年
大
エ
集
坐
產
の
社
#.
化
部
分
九
九
，
一
％
に
對
し
個
人
經
營
部
分0
.
>
九

で̂
あ
つ
た
。

註

第

一

表

.國
民
所
得
と
其
社
會
化
部
分
と
私
的
部
分
と
の
.割
合

:

.國
民
所
得
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十
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留
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國
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■

,：

協
同
組
合
’

社
會
化
部
分
私
的
部
分
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1

九
二
八
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ニ
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*
四

.
四
三
，九

^

し
'

:

九
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八
^

■

五
三
•
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四
六
•
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九
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九

年
..
ニ
八
•
九四八

•
ニ
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I

四
•

六
？

三
，

三
七
-七 

一
九
三
〇
年 

三三
•
四五ニ

 

•四

ニ

1

•
三
七
三

•
七
ニ
六
•
三

 

一
九
三
ー
苹
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七•
九

五
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ニ
 

ニ
五
•

五
八
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ー
八
.
三 
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s
a
p
d
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s
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•
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註

' 第
二
表
各
社
龠
階
級
に
對
す
る
國
民
所
得
の
分
配
‘
：

,:
一
九
二
八
年
' 

一
九
二
九
年
一
九
三
◦

年

，
一
九
三
一
年
一
九
一
一
一
一
系

,

1

ブ
ギ
.レ
^

リ
ア
.
.
'
. 

■.三
ニ 
•
.一. 

1.11

四
*六

.

三
六
•
九
.

.

.
B
■

五
•
五
.

四
*

i

ハ
•三

■
严 

_
管
加
入
者
ぐ
：
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'
'
'

 

¥

'
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四
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•五
.
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八
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五
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T
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ま
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人

農
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三
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三
ニ
•
六
.
. 

富

農

 

一
四
上
ハ 

三
•九 

I

一
 

都
市
の
資
本
生
義
經
濟
部
分」

11

•六 

ー
ナ
四 

ー
_
\ 

其
他
の
人
民
層 

七
•
七
. 

七
•
〇
.

JI
•七

-

0

0

.

0

0
 

-
 
0
0
*
0
.
0 

一
 

6

〇

，
〇6

1
:
1

•
五
.: 

.1

七
•
八
' 

〇
•五

T
1

ニ 
V
I 

0
0
.
0
0

一一一Q-c

 

£

-ニ
-y

 

1

1

:

く
六
•八 

.
〇
•

〇
•八 

四
•ニ

5

0

.

0

0

私
ぉ
は
資
本
、
}

f；

義
的
乎
段
で
あ
つ
て
社
#

中
；義
連
設
の
完
成
さ
れ
た
る
場
合
に
は
廢
止
さ
れ
る
蒂
の
も
3

で
あ
る
。
ソ
ヴ
r

ト
攻 

府
f

的
は『

總
て
の
湯
を
徐
々
に
廢
止
し
_

を
經
濟
囊
の
收
獲
に
.ょ
つ
て
置
き
代
へ
る
こ
と
で
あ
る』

と
さ
へ
述
ベ
て
f

 

(

グ
リ
シa

)

從
つ
て
ソ
ヴ
*

1
ト
聯
邦
に
於
け
る
i

歷

は

未

馬

止

重

れ

！

ま
I

ソ
ヴ
ェ
i

l

經
濟
の
靈
に
つ
し 

て
共
性
質
を
變
化
せ
I

:
を
得
な
い
。
其
最
も
明
瞭
I

表
現
が
一
九
三
〇
苹
九
月
の
税
制
改
革
で
あ
る
。

.
國
民
經
濟
五
ゲ
年
計
畫
に
於
け
る
財
政
計
蹵
に
關
し
て
.グ
リ
ン
；コ
の
日
.く 

：:

「
「

賢
收
入
に
對
す
る
財
政
計
劃
の
關
係
の
問
題
は
准
別
な
興
味
を
持
つ
て
ゐ
る
。
.
.一.九
ニ
七
丨
ニ
八
年
に
は
國
の
金
財
等
萷
4

の
約
3

し
I

員
し
な
か
つ
た
。M

ヶ

年

計

劃

は

.、

I

計
I

一
 

九1
1
m
—

三
■

に

は

質

雙

分
1

と
S

1

か
ら
齒
し
齑
る
。
吾
々
は
f

 

g

着
割
と
い
ふ
ホ
に
財
政
制
度
の
_

を
I

し
て
ゐ
る
の
だ(

聲

、
信
む
V 

經
濟
組
織
の
蓄
積
、
I

化
さ
れ
た
る
組
織
の
手
霧
と
い
ふ
こ
と
を
强
調
す
る
。
然
し
一
九
ニ
九
丄
n

o
屯
に
於
で
旣
に
财
政
計
割
は
總
額 

三
三
八
€

留
に
達
す
る
全
麗
收
入q

五
〇
％
を
含
ん
で
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
旣
に
一
九
ニ
九
丄1

一〇
年
に
於
て
ソ
ヴ
T

ト
同
盟
i

政
f

.
塞
國
農
人
の
五

a

產
社
會
義
敷
設
の
た
め
に
励
貫
し
て
ゐ
る
の
で
I

O

こ
の
點
に
紐
織
さ
れ
た
計
劃
經
濟
の
特
長
並
び
に
五
ヶ
S

 

劃
が
览
起
し
音
的
の
籍
の
た
め
の
固
宿
吖
手
段
の
高
い
蓄
積
率
が
示
さ
れ
て
屉
る
の
で
あ
る
？

.

.

, 

' 

'
'ソ
ゲ
エ
丨
ト
ロ
シ
ャ
の
財
政
觀
は
、
國
家
馨
を
證
た
る
掼
奸
と
じ
て
I

時
代
か
ら
益
.々
■離
れ
て
ゆ
く
。
隱

豫

S

役
割
が
そ
れ
®
 

體
如
何
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
て
も
"

國
の
脱
氣
系
の
_

素
©.
一
 

っ
に
過
ぎ
ず
、
國
民
收
入
.の
得
編
制
の
た
め
の
一
っ
に
通
ぎ
な
V

注
^
- 

す 
べ
き
は
、
こ
の
.五
ヶ
年
間
に
統I

的
な
財
政
計
劃
の
總
额
の
中
、豫
算
_

が

占

む

，
る

割

合

が

：
一

九

一

一

七

丄

一

八

部

の

五

六

•
四
％
か
ら
一
九
三 

一

一

丨

三

ヨ

年

の

璧

• 

3

に
低
下
す
る
こ
^

及
び
經
濟
諸
,

が
節
有
の
手
段
の
占
む
る
f

が
ー
七
*
八

％

か
ら
一
一
一
マ

 

一
メ
に
附
火
す
る 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
出
か
ら
ソV

エ
丨
ト
'
 &

シ
ャ
の
財
'敗
の
理
論
及
び
實
踐
は
例
外
なV

國
..の
財
政
瞭
系
め
す
べ
て
の
環
を
捉
へ
て
ゐ
る
統 

一
的
I

I

に
益
々
多
く
の
|

を
.狒
っ
V

I

の
で
あ
る
。(

グ
リ
ン
ゴ
、
高
山

^

而
しV

財
政
計
劃
化
^
關
す
る
著
し
き
迆
步
,

1
#
的
に
示
す
ぁ
の
は 

一
1

5

1

^

.

1

.

^
財
政
計
勘
案
の
：作
成
で
あ
る
。
そ
れ 

は
社
會
化
經
濟
を
栽
礎
と
し
て
其
生
產
ヵ
增
於
に
ょ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
國
民
經
濟
議
と
國
民
生
産
に
於
け
る
社
會
化
落
の

發
達
を
證
明
ず
る
も
の
七
沄
は
れ
る
：。
：
:

,
.

单一

.財
政
計
劃
は
■
邦
國

S

濟
許
劃

0

 

.

一.

^

で
あ
っ
て
其
部
度
の
投
資
、
..社
會

化
經
濟
運
輸

資
本
增
額
及
び
交

化
行
政
隊
防
に
向

け
ら
れ
s

v
 

S金
I

括
I

。
此
財
政
計

響

靈

篇

行

す
t

隹

X
し
‘

W:.

疗

凳

衰

1

翳

_

^

國

羅

濟

の
ず
ベ
て
の
部
冈
に
っ
い
て
實
現
す
る
こ
土
不
可
能
で
あ
る
と
カ
說
せ

'ら
れ
て
居
る
o
一一
 
九
三
一
命
度
軍
一
財
政
計■:
«

は
三
一
、

九
一 

八
百
萬
ル
ー
ブ
っ
ル.で
國
民
所
得
の
約
ー
ー

.ー
分
9
1
1を
社
#
主
義
建
設
匕
充
當
.1
.且
0
分
配
す
る
割
畫
で
あ
っ
た0
,|{
1
に
一
九
..三1

ー
冉
に
於 

て
は
約
四
三
©.
億
ル
1;
ブ
ル
で
あ
っ
て
、_
民
所
得
四
九
ニ
億
1ル「

丨
ブ
^

 ̂

5
:
:

に

當

.
っ

た-0
,

ソ
ゲ
T

ト
租
稅
政
：漱
槪
說
ゾ 

三

ヤ

(
一

四
二
三〉



ソ
ヴ
ヱ
ー
ト
机
税
政
饱
槪
說
，

四
ニ
四

)
.
ヽ
舉
，--
*
脉
政
記
截
は
豫
難
の
部
分
と
豫
莫
外
©

部
分
.：

(

國
民
經
濟部

！
：

の
財
政
計
畫
、
信
用
機
關
、
國
營
保
險
、
社
#

文
化
計
鼙
の
財
政 

rT
i
*ff
i

fl
>

と
に
分
た
れ
る
：の
で
あ
る
が
、.
豫
簾
殊
に
國
家
豫
算
は
財
政
計
畫
に
於
：け
る
最

-%
重

要

な

.
る

部

分

を

な

し

て

罟

る

o

，其
牧
人 

の
鉱
對
的
火
部
分
は
國
民
所
得
の
權
成
狀
態
養
映
し
て
社
#

化
部
分
ょ
り
得
ら
れ
て
居
る
o

-f
f
i税
收
入
は
國
家
激
尊
の
約
五
o

♦
を 

占
め
て
居
つ
て
左
表
に
オ
さ
れ
る
鉗
く
其
以
:^
の
^

度

に

比

し

，
て

.重
耍
さ
を
增
^

て
は
居
る
が
，
之
を
以
て
決
し
て
司
一
、
の
社
會
的
經
，
 

濟
的
意
義
を
有
す
る
租
猊
と
懈
す
べ
き
せ
は
な
い
。

.:
'

.

單
.

1

國
家
豫
箅
に
於
け
芯
粗
稅
，の
地
位 

丨

平
：

度
_ 

,
-
:

一
九
ニ
四—

五

.一
九
一
ー
五—

山ハ

T

九
ニ
六—

七 

一
九
二
七—

八 

1

九
ニ
八
丨
九 

.一
九
三
〇 

ー
九
三
1

’

. 

一
九
三
ニ
，

收
入
豫
算
總
額

租
税
收
入
額

百
分

ニ
、八
七
六• 

四
、〇
三
九
，

■

五
、〇
〇
?

'

六
、〇
八
八
•

七
、七
三
U

r
 

ニ

、六
ニ 

一
.' 

ニr

七
七
四
•
. 

ニ
七
、
五
四
一
一

• ，百
^

ル
；
丨

ブ

'
ル一

、三
一
七 

1

、八
八
二
.

一
一
、
三
ニ
一
四
， 

ニ
ー
'
、
ル

八

0
*:
.

三

、
八

i'r

九
.

五

、
三

七

八 

〇

、A
四

三•
‘

六

、
七

五

四

• j
c
l
m

ル
1

ブ

.

.
ル四

五

•
八

四

六

•
六 

©

六

•
七 

四

七•
三
. 

四

九•
$
.
_ 

四

六

•
三 

.
四

九•
八
. 

六

〇

•
八 %

1

<

癸

S3

•⑦

グ
リ

一一コ
の
財
政
演
說
を
以
て
說
明
せ

し
む
れ
ば
、

.\ 

一
 

.
i

l
l

:
1
.
.年
度
に
於
け
f

一
 
百
十
七
辕
五
千
胬
の
收
人
の
脉
嘏
は
如
何
す
こ
の
總
骶
の
內
百
f
u±:
一
一億
は
社
.
會化
經
濟
の
恶
金
と
な
る

。

こ

れ

はH

業
運
輸
協
同
駔
合
企
業
の
收
益
で
あ
り
.、
そ
の
攸
益
の
資
本
，蓄

霞

言

す

れ

ば

社

會

化

.經
濟
の
資
_

積
で
あ
る
、
即
ち
一
九
三
一
ザ
度
に 

於
け
る
我
國
の
收
入
總
額
の
四
ニ
^

は
社
會
化
經
濟
の
蓄
積
と
な
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
と
の
收
入
に
對
す
る
鍵
は
社
#
主
義
工
業
運
輸
商
品
取

引
機
關
等.々
-の
：掌
中
に
あ
る
の
で
あ
る

°

:

:

:

:

'

:
.-
.
- 

約
酉
十
一■

は
租
税
で
あ
る
。
此
內
の
.九
十
三
留
は
營
業
稅
で
あ
り
而
も
こ
の
營
業
稅
の
根
源
は
勿
論
社
會
化
經
濟
部
門
で
あ
る
、
從
っ
て

收
入
の
部
に
於
け
.る
社
會
化
部
門
の
役
割
は
再
び
増
大
す
る
の
で
あ
る
.0

次
に
三
十
八
億
留
は
所
得
稅
で
あ
る
が
、
.こ
れ
に
若
し
國
民
ょ
り
'の
直
接
說
を
加
算
す
る
と
す
；れ
ぱ
所
得
税
の
總
額(

こ
の
.他
に
は
農
業
税
、都 

r!
J
及
び
裊
㈣

の
諸
税
を
含
む〉

は
五
十
七
億
留
と
な
る
、.而
し
て
こ
れ
に
は
直
接
税
株
式
積
立
金
貸
付
金
返
還
公
ft
貯
蓄
銀
行
の
r

金
^

々
^

(

座
席
ょ
り
の
.

聲
そ
ぅ
し
v

-

y

己
金
融
資〕

——

然
り
そ
れ
か
ら
自
己
金
融
費
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
保
險
機
關
の
資
金
：か
ニ
十
五
億
留
に 

な
づ
て
ゐ
る
。

：

■

'

與

言

す

れ

尤

豹

四

.一

 

一l

i

は
資
本
蓄
積
の
形
式
で(

收
益
及
積
立
投
S

社
#

化
機
關
に
賦
課
さ
れ(

營
業
稅
を
含
ま
ず)

約
一
一
一
五
^

は

租

税

に

約

一
 

U

は
國
另
の
所
得
稅
に
而
し
て
約
八
^

は
保
險
機
.

關
の
資
金
賦
課
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
.即
ち
こ
れ
が
本
年
度
單
一
財
政
計
畫
の
.收
入
の
部
の
構
成 

の

1

般
峙
質
で
あ
る
o
 

:

_

ら
ば
こ
の̂

入
の
部
の
構
成
は
何
を
意
味
し
'て
ゐ
'る

か

？

こ

の

稱

成

は

第

ー

に
收
入
ゆ
部
の
禱
成
に
於
け
る
社
會
化
經
濟
部
門
の
宜
大
な
る 

.役
割
'
收人
：
の

部

の

.
優

れ

た

部

分

は

我
國
の
經
濟
の
社
會
.主
義
的部
門
の
活
動
の
結
采
であ
る
と
云
ふ
と
とを
物
語
っ
てゐ
る
の
で
あ
る
。
第
二 

:
#
これ
らQ

數
^ :
は
.一
^ :
一一-—
-
一
 

部
度
に
於
て
；.社
會
塞
建,̂
の

の

.た
’め
に
國
民
黉
源.の
總
動
員
の-
大
ブ
ロ
グ
ラ
ふ
が
計
畫
ざ
れ
て
ゐ
る
こ 

，之
を
明
话
し
て
必
る
ダ(

サ
ヴ
エ
丨
ト
现
勢
资
料
ー
九
三
一
年
版
八
四
|

六
0

'

タ
ヴ
エ1
ト
粗
税
政
笟
槪
說
 

三
士1

(

1
'四
1
12£
>
:



ト
m
m
M

樹
說

註

1
九
：三一

年
度
聯
邦
單
二
國
家
豫
算
收
入
の
部
分
®

位
千
0

租
-■

稅
.

' -

ノ

广

西

v >

所 營 取 單

農

業

稅
 

引 

' 

税 

槳

税

得
：.

：
税

■ 

5

超
過
.
收
.
益
税 

6

關

.

.

.
稅 

7

,
諸

.

税 

8

臨

時

文

化

税 

合

訏

 

B

租

税
.外

收

.入 

C

,
國

：

.
債

： 

其
他
を
含
む
收
入
合
It

五
〇
〇
、
〇
〇
〇 

,

九
、
三
九
三
、' 0

〇
〇 

1

八
0

、〇
0

〇 

三
〇
〇
、〇
〇
，〇 

.

一
八
"
〇
〇
〇

H
o
o
d
o
o

w

、
〇
〇
〇 

一.

五
〇
、〇
〇
〇 

1
0

、八
四
三
、
0

0

0
 

三
、
六
七
三
、
六

1

八 

r

七
〇
〇
、
〇
〇
〇 

H

 

1、七
七
四
、o

1
八

一
九
三
〇
年
九
月
の
税
制
肇
は
從
来
の
租
税
制
度
に
反
し
て
社
會
化
部
分
に
對
す
る
課
税
と
私
經
濟
的
部
分
に
對
す
る
課
税
I

 

區
別
し
て
居
る
。
社
會
化
部
分
に
對
す
る
課
賢

國

庫
に
最
も
速
か
に
又
合
理
的
方
法
に
於
て
收
入
を
齎
ら
す
を
得
る
こ
と
を
期
待
し 

て
居
り
、
私
經
濟
的
部
分
に
？

る
課
税
は
政
治
的
動
準
に
.
.ょ
っ
て
I

せ
ら
れ
て
階
級
鬪
S

武
器
と
せ
ら
れ
て
居
る
。
私
的
企
業 

は
連
し
く
裏
を
課
せ
ら
れ
、
從
來Q

不
利
な
る
狀
態Q

.

下
に
於
て
も
f

し
得
た
囊
す
|

計
_

&

滅
せ
ら
れ
t

と
に
な

る
ひ(p

o
b
b
e
r
t
.

 

R
e
d

 

E
c
o
n
o
h
l
i
c

w).. 

p
'
1

匕
0 

.

. 

.

社
會
化
部
分
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
取
引
税
と
所
得
税
と
で
あ
っ
て
、.
從
來
國
營
•
協
同
組
合
企
業
は
六
十
種
に
上
る
祖
税
納
付
金 

を
支
5

て
居
っ
.與

四

十

八

I

I

を
統
一
し
て
取
製
論
理
し
l

i

•協
同
組
合
工
業
が
其
商
品
に
っ
い
て
唯
5

K

り
課
f

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
此
取
引
税
|

税
收
入
の
九
O

S

上
を
占
め
i

s

年
の
I

I

I

て
f

m

大
な
る 

議

を

持

っ
Q

I

る
が
，
ナ
ダ
ラ
i

i

如
く
說
明
す
る
。「

こ
の
翦
が
ソ
ヴ
r

ト
同
盟
の
霸
<

|

中
で
演
じ
て
居
る
か 

く
も
大
I

:
役
割
は
社
I

さ
れ
I

業Q

側
か
ら
i

i

し
て
.な
す
べ
き
支
狒
舞
一
化
丄
.
九
一
一5

^

1

Q

I

I
っ
て
明
瞭
I

と
し
て
計
畫
的
i

行
さ
れ
た
社
隹
義
濟
が
無
政
府
的
社
靠
義
奮

は
し
て
居
る
の
'で
あ
る•

：
.

一
 

九
一一

九
丄
ニ
0

年
の
：中
頃
に
は
商
品
取
引
.額
中
私
的
部
分
.の
占
む
る
割
合
は
減
じ
て
極
く
僅
力
に
な
っ 

た
？
大

i

中
の
私
的
部
分
は
：全
く
除
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
社
會
化
さ
れ
た
ソ
ヴ
i

ト
企
業
は
同
f

た
め
の
I

地
域
結
合
の
原
則 

レ
從
っ
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逾
か
I

度
の
組
織
形
態
|

セ
行
っ
た
。
そ
の
個
々
8

は
計
畫
化
と鎏

と
の
I

と
な
っ
た
o

_

の
規
模
、
：生
産
費
、
生
f

l

質
に
於
t

手
續等

—
-

そ
れ
等
す
ベ
て
は
適
時
に 

.
國
家
强
權
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
種
の
.條
件
の
下
に
於
て
は
國
家
に
對
す
る
分
散
的
な
支
拂
の
體
系
は
最
早
必
要
で
な
V 

.

.の
み
か
有
害
に
さ
へ
な
っ
た
。
何
と
な
れ
ぱ
そ
れ
は
企
業
の
計
鼙
的
な
满
働
を
妨
げ
企
業
'の
財
政
機
構
.や
管
理
議
の
費
用
を
高
め
た 

か
ら
で
あ
る
。
’
.此
事
こ

そV

九一

一6

年
九
月

、
.社
會
化
さ
れ
た
企
業
に
よ
？

豫
算
i

し
て
な
さ
る
べ
き
支
拂
の
大
部
分
が
軍
一
の

支
拂
1

取
引
税
1

に
合
'一
：さ

れ

た

理
I

の
.で

あ
S

と

取

引

辑

蘇

彡

T

ト

租

税

政

策

義

1

2

--
5

1
七)



I

,

 

i

l

l

.

I 

cml:
5 

忙
汲
本
が
、v

f

税
_

低
き
は
原
始
隹
產
貨
物(

例
、.蛋

等

)

着

生

產
_

品(

例
、建
^

ン
ト
等)

で
一
H

ー
涔
の
は 

率
で
t

o

.次
い
で
原
始
唐
用
の
.機
械
器
具
等(

例
,
ト
ラ
ク
タ
.
丨
、濺
關
車
車
輛
、機
«

で
あ
っ
て
、高
率
の
課
税
は
砂
賭
に
.四
八
％ 

I

に
七
〇
r

_

l

は
霧
飲
料
に
八
八
.

P

で
あ
る
。
_

取
引
f

課
税
I

れ
な
か
っ
I

物
に
も
課
稅
し
て
麓

經
 

濟
I

遂
行
の
た
め
に
益
々
温
し
行
く
國
產
費
を
支
辧
し
や
ぅ
と
し
S

る
。
.之
I

取

引

税

裳

商

品

の

價

格
に
加

へ
ら
れ
て 

消
i

.
に
轉
嫁
す
る
の
で
あ
る
？
社
會
化
事
業
に
課
せ
ら
れ
.る
所
得
税
I

純
利
f

 
二
割
で
I

。
社
富
部
分
に
對
^

_

篇

家

■

に
引
渡
i

べ
き
利
潤
控
除
が
行
は
れ
る
I

に
な
っ
た
。

，
'

.

.私
經
濟
的
部
分
S

す
る
課
税
と
し
て
は
、
營
業
税
と
所
i

と
、
.
特
別
目
的
税
と
し
て
文
化
建
設
税
が
あ
る
。
營
業
稅
は
小
i

 

富

對

す

る一

定<
_
Q

課
f

、
私
的
事
業
の
取
編
に
学
る
驟
と
I

む
。
此
取
^
^

，の
如
く
或1

S

貨
物H

.

っ
い
て
は
一
囘
f

Q

課
税
に
限
t

i

e

と
が
な
.い
。
從
來
：|

業(

取
引)

稅
が
企
I

震
を
士
ハ
に

，區
別
し
た
f

の
を
四
種
に
改
め
、
稅
率
は
四
J

り
四
參
に
f

 

o最

低

稅

率

奮

品
•
舊

材

料

、燃
料
に
關
す
f

の
、最

嵩
税
率
は
酒
類
•
肇

#

料
等
其
他
I

す
る
雲
取
引
に
課
せ
ら
机
、
•場
合
空
っ
て
は
財
政
人
民
置
會
は
五
〇
％
ま
で
3

デ

る
權
利
が
あ
る
。
之
.等
の
諸
f

親
て
も
殊
に1

囘
限
り
の
課
税
を
受
け
る
社
食
化
讓
が
遙
か
に
取
引
税
を
麵
さ
れ
る
こ
と
.に
な

る
。
が
S

は
、所
得
の
議
を
勞
働
者
•
使
用
入
の
.所
得
其
他
の
暴
に
分
っ
て
、
課
税
所
得
の
階
級
を
十
七
階
段
と
し
5

進
課
税 

す
る
こ
と
典
根
本
に
於
'て
從
來
の
制
度
と
大
差
な
い
と
考
へ
ら
れ
るO

 

.

文
化
建
設
税
は
集
合
農
場c

コ
ル
.
ホ
ズ
：

)

響

農

場

(

ソ
ウ
ホ
ズ)

、
ト
ラ
タ
ク
.
-
•ス
テ
ェ
シ
ヨ
ン
の
建
設
、兒
產
學
其
他
那
會
の
文

化
表
設
ー
の
因
的
の
た
め
の
課
税
で
あ
つ
て
、
北
ハ
收
入
は
全
部
地
方
豫
算
に
交
附
せ
ら
れ
る
。
此
租
税
は
農
村
に
§

す
る
課
私
と
客
會
メ 

に
對
す
る
課
税
と
を
區
別
し
、
農
村
人
拔
に
つ
い
て
は
其
月
收
入
額
を
六
階
級
に
區
別
し
：て
更
に
勞
働
著
•
使
用
人
•組
合
加
入
の
手H

 

■業
者
か
否
か
に
よ
つ
て
盖
別
課
税
す
る
。
都
#

人
に0

い
て
も
賃
銀
勞
働
者
よ
り
商
X

業
營
業
主
•
不
勞
F

得
若
に
劫
る
五
階
級
に
區 

別
し
て
、
觅
に
其
月
收
入
額
を
.十
階
級
と
し
て
差
別
課
税
し
、
最
高
税
率
は
商
エ
營
業
主
•
不
勞
所
得
者
に
し
て
月
收
入
從
五
〇
〇
ル 

!

ブ
ル
を
超
ゆ
る
も
の
に
月
收
入
額
の
‘
1
六
东
穸
の
課
税
抓
あ
る
。
.更
に
村
の
文
f

設
の
た
め
'の
課
税
が
あ
つ
て
、
み
a)

社
會
化
源 

眾
外
よ
り
收
入
を
得
る
集
合
經
營
農
、
.
{
>磁
立
農
、(

C
.
5農
業
經
營
を
行
は
ず
し
て
農
村
に
怯
居
す
る
も
の
-
に
區
別
し
て
.課
税
す
る
。 

殊
に
農
業
に
關
せ
ざ
る
不
勞
所
得
者
に
就
て
：は
、
農
業
税
と
同
額
を
徵
收
せ
.ら
れ
る
。(

淨
|

爲
|

ニ

袋

，
^

.

£

1ム
^
^

.1

九m
1

年
三
月
の
取
一
農
業
稅
法
は
ソ
ヴ
ー
丄
い
ト
經
濟
の
社
會
化
部
分
と
私
經
濟
部
分
と
に
適
用
さ
れ
る
租
税
に
し
て
刻
に
著
し 

.

く
ソ
ヴ
工

.丨
ト
租
税
政
策
の
特
微̂1

承
す
も
の
で
あ
る。

：

.

:

:

'

.

此
，農
業
稅
‘は

a〕

集
合
經
營
徵
業
' (

仁)

共
營
翁
.の
非
社
會
經
濟
部
分(

C〕

獨
立
農
業
經
營
容
に
課
稅
さ
れ
る
。
.

(

5

の
.
級

收

入
 

に
コ
ム
入
1

ナ
、
T

ル
ー
テリ
に
つ
い
て
ビ
三̂

、協
同
«
作
組
合
に
つ
い
て
は
四
^

，(

b
 )

に
つ
v>
て
は
收
入
五
〇
留
に
つ
い

て

四

^

よ 

0

、
收
入
七
0:
0:
留
を
超
ゆ
る)

も
.の
、に
H

o

^の
税
率
聿
で
九
階
級
の
累
進
税
率
が
和
る
。(.

C 

0の
單
獨
勞
備
農
.に
.つ
v>
て
；
は

課

稅

-
粉 

一1

:/!;

留

に

四̂
よ

り.六

〇0
留
.を
®

ゆ
f

の
に
之
等
が
農
業
税

：

の

'

標

与

税

率

で

1
あ
，る
0
;.
' 

-

;,

:

.

.

.
'-
' 

V
- 
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,
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一.」

然
る
に
宵
最
經
營y

つ
い
て
は
'其
收
人
'|&
從
必
倘
人
的
$

ぬ
よ
や
て
定
め
'
|
|
1
^
1
-

に
お
ら
な
い
0
;:
.富
§

る
$

と
：
の

特

微

は

地 

ダ
ヴ；
：

H 

—
： h

敗

歌

敗

.
敗

霖
，
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H
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ト
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政
策
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三
八
.

(

一
四
：三
s
 

方
の
I f

情
.に
從
て
自
治
共
和
國
人
民
委
員
#

、

地

*
.州
執
行
委
鄭
#-
:が
.決
定
ず
る
0
富
農
に
對
す
る
農

業

税

率

は

：
一

世

帶

收

入

五

o 

〇
留
に
一
一
〇

％

を
最
低
と
し
、
六〇
〇
〇
留
を
超
ゆ
る
も
の
に
七
〇
涔
を
最
高
と
す
る
粟
進
課
税
で
あ
る
。
此
農
業
税
を
課
せ
ら
れ
る 

常
農
は
金
く
何
等
，の
：
踝
稅
宥
級
釔
享
く
る
こ
と

故
ぐ
、
農
業
稅
と
井

£
囊
稅
の
課
税

Iも
受
け
る
の
で
あ
る
か

&

、
.
此

等

の

諸
點
に 

现
は
れ
た
る
租
税
藥
の
同
的
が
、
富
農
を
崩
潰
せ
し
め
、
.社
#;
:
主
義
的
農
業
：の證
促
進
に
あ
る
こ
と
を
知
る

の
で
あ

る
。

註
農
榮
稅
法
に
關
し
て
は
ソ
ヴ
ヱ
丨
ト
聯
邦
寒
撒r

第
二
卷
第
六
號
\
證

卷
第
七
號
參
照

以
上
論
述
し
た
る
所
に
よ
.つ
て
'
一.九
ー
.ー.ー
〇
年
以
後
の
ソ
，
ヴ

H

丨
ト
粗
稅
政
策
は
、
.殊

陀

社

會

化

部

分

に

對

す

る

取

引

税

と

、
：
新
單
一

農
業
税
と
に
其
特
微
を
哪
示
し
て
.居
る
が
>
い
，づ
れ
も
ソ
'ヴ
ェ
丨
ト
經
濟
に
於
け
る
社
會
化
部
分
の
擴
大
•
私
經
濟
的
部
分
の
縮
少
を
反

映
し
、
其
に
根
因
を
有
す
る
の
.で
あ
る
。
所
謂
經
濟
復
興
期
に
於
て
朱
だ
ソ
ヴ
ヱ
丨
ト
經
濟
に
資
本
、義
的
部
分
の
有
力
な
り
し
時
代

に
採
用
せ
ら
れ
たる
租
税
政
策
は
斯
る
經
濟
事
情
の
變
化
に
伴
つ
て
，其
資
本
主
義
的
手
段
と
し
て
の
職
能
を
變
じ
て
來
た
。
社
會
化
部

分

よ

り

支

拂

は

れ

た

る

取

引

税

收

入

は

經

费

と

し

て

再

び

社

#:
.
主

義

的

產

業
に

還
'流
す
る
？
其
他
；の
，租
税
も
亦
收
入
の
回
的
よ
り
も
む

L

ろ
資
本
虫
義
的
部
分
を
崩
潰
せ
し
め
や
ぅ
と
.す
る
直
接
の
手
段
と
な
つ
て
居
る
o

形
態
は
租
税
と
稱
し
て
も
資
本
主
義
諸
國
に
於
け

る
私
礼
と
は
督
的
及
び
作
用
に
於
て
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
。
嘗
て
は
ソ
ヴ
r

ト
祖
税
制
度
は
資
本
主
義
諸
國
の
も
の
と
_

類

似
し
其
收
入
が
社
#

生
義
建
設
の
經
费
に
充
當
せ
ら
れ
る
こ
と
を
以
て
其
主
た
る
相
異
と
な
し
た
。
然
る
に
.今
は
ソ
ヴ
r

ト
聯
邦

財

政

は
:I
L
ハ
經
1:
に
於
て
は
冗
よ
り
其
®

税
制
度
に
於
て
も
資
本
主
義
的
性
質
が
殆
ど
：失
は
れ
つ
、
あ
る
と
解
釋
せ
ね
ば
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

‘

妾

記

述

に

際

し

て

霉

し

れ

る
■

を
一
々
襲
せ
ざ
る
場
合
あ
る
を
以
て
左
に
寒
.し
た
る
主
な
る
雪
を
記
す
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